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こども基本法の概要
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こども大綱（第９条）

２



都道府県こども計画（第１０条）
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こども等の意見の反映（第11条）
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こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）の概要
こども基本法に基づき、少子化対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策の推進に関
する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針及び重要事項並びにこども施策推進のために
必要な事項について定めるもの

◆全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を

目標

◆６本の柱で基本的方針を構成するとともに、重要事項をライフステージ別に提示

①こども・若者は権利の主体、今とこれからの最善の利益を

図る

②こども・若者、子育て当事者とともに進めていく など

①ライフステージを通した重要事項

・こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

・多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

・こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 など

②ライフステージ別の重要事項

・こどもの誕生前から幼児期まで

（切れ目ない保健・医療の確保 など）

・学童期・思春期（質の高い公教育の再生等、居場所づくり など）

・青年期（高等教育の修学支援、雇用と経済的基盤の安定 など）

大綱のポイント

こども施策に関する基本的な方針

こども施策に関する重要事項

③子育て当事者への支援に関する重要事項

・子育てや教育に関する経済的負担の軽減

・地域子育て支援、家庭教育支援

・共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへ

の主体的な参画促進・拡大 など

①こども・若者の社会参画・意見反映

②こども施策の共通の基盤となる取組

③施策の推進体制等

こども大綱における目標・指標

こども施策を推進するために必要な事項
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こども大綱と本県各計画との概要比較

６

基本的な方針

こども施策に関する重要事
項

ライフステージを通したもの

多様な遊びの機会、保
健・医療、貧困対策、障
害児等支援、児童虐待
防止、社会的養護、ヤン
グケアラー等

ライフステージ別のもの

～幼児期 保健・医療
等

学童期・
思春期

教育、居場
所づくり、い
じめ防止、
不登校支
援、体罰防
止等

青年期 修学支援、
就労支援、
結婚支援
等

子育て当事者への支援に
関するもの

経済的負担軽減、共働
き・共育て等

こども施策を推進するために
必要な事項（社会参画・
意見反映、推進体制等）

数値目標・指標

基本目標、目指す姿

施策の具体的展開

結婚支援

出会いの機会、ライフデザ
イン、若者の安定雇用等

妊娠・出産支援

相談体制、母子保健、不
妊、周産期医療等

子育て環境づくり

経済的支援、幼児教育・
保育、障害児支援、小児
医療、教育、いじめ・不登
校等

働き方改革

長時間労働是正、男性
育休等

子ども・子育てにやさしい社
会

地域・企業等連携、県民
運動、交通安全、防犯対
策等

困難を有する子どもへの支
援

児童虐待防止、社会的
養育、貧困対策等

教育・保育の確保方策等

数値目標

基本理念、基本目標

具体的施策の展開

健やかな育成

生活習慣、規範意識、体
験活動、読書活動、体力
向上、学力の定着・向上、
小児医療、母子保健、い
じめ・不登校、交通安全、
防犯・交通安全・防災、
就労等支援、各種人材
育成等

困難を有する子ども・若者
やその家族の支援

ニート、ひきこもり、特別支
援教育、障害児支援、非
行防止、貧困対策、自殺
対策、児童虐待防止等

社会環境の整備

家庭教育力向上、コミュニ
ティ・スクール、居場所づくり、
生涯学習、体験活動、
ワーク・ライフ・バランス等

担い手の養成

教員や医療・保健関係専
門職、保育士等の養成・
確保

目標一覧

基本目標、指標

具体的施策の推進

教育

幼児教育・保育の無償
化・質向上、学校指導、
修学支援、障害児等への
支援、教育費負担の軽減、
地域における学習支援、
学校給食、体験活動等

生活の安定

妊娠・出産期からの切れ
目ない相談支援、保護
者・子どもの生活支援、就
労支援、児童養護施設
退所者等支援等

保護者の就労支援

仕事と子育ての両立、ひと
り親、正規雇用への転換
等

経済的支援

児童手当・児童扶養手当、
養育費の確保、資金貸付
等

趣旨、性格、役割

施策の装具的な推進

相談等機能の強化

情報提供の充実、養育費
確保支援等

就業による自立促進

母子家庭等就業・自立支
援センター等支援等

生活支援策の推進

生活支援サービス充実等

子育て支援の充実

母子保健、小児医療、多
様な保育サービス、児童
健全育成、子どもの就労
支援等

地域における協働の推進

母子・父子福祉団体への
支援拡充、地域活動への
参加促進等

趣旨

内容

子どもの権利擁護

市町の子ども家庭支援体
制の構築等

里親等への委託の推進

特別養子縁組等の推進
支援体制の構築

施設の小規模・地域分散
化、高機能化等

一時保護改革

社会的養護自立支援の
推進

児童相談所の強化

こども大綱 やまぐち子ども・子育て
応援プラン やまぐち子ども・若者プラン 県子どもの貧困対策

推進計画
県ひとり親等自立

促進計画 県社会的養育推進計画



「やまぐち子ども・子育て応援プラン（仮称）」の策定過程
における子ども等の意見聴取に関する取組方針（案）

◆子ども等が意見を述べやすく、また、計画の骨格構成に資するため、計画
の素案策定前（令和6年6～7月を想定）にこどもの意見聴取を実施し、当
該意見を計画の素案の策定に資する

◆可能な限り幅広く意見を集めつつ、回答者の負担や回答のしやすさ等を考
慮し、

・県内小学生（４年生以上）・中学生・高校生・大学生対象のWebアン
ケート
※審議会の委員にも加わる大学生については、一部の学生を対象に実施

・各種施設等（不登校の子ども、医療的ケア児が利用する施設）における
入所児童等への意見聴取

を実施

７

区 分 乳幼児期 小学生年代 中学生年代 高校生年代 大学生以上

Webアンケート

個別聴取

審議会（※）

《参考》意見聴取対象範囲（イメージ）

※子育て世代や大学生などの若い世代の委員からの意見聴取により、乳幼児期や大学生以上の範囲にも対応



◆ こども施策に関する計画を策定するため、アンケートは幅広い分野の内容
を取り扱うこととなるが、回答者の負担を考慮し、
・健やかに育つために特に大事と思うことを選択肢から選び、選んだ理由等
について回答
※選択肢の数：最大20程度（発達段階を考慮して設定）
※選択肢の順：ライフイベントを踏まえたライフステージごとの取組の

まとまりで整理（やまぐち子ども・子育て応援プラン）
するとともに、安心して回答できるよう、アンケート実施の趣旨や目的、国
が目指す社会のイメージ等について説明後、以下の内容で実施

［設問１］※複数回答可

健やかに育つために特に大事と思うことを、選択肢から選んでもらう

［設問２］
設問１で選択した理由や希望することなどについて教えてもらう

［設問３］※どこか１箇所でも子どもが回答できるようにする。

その他に健やかに育つために特に大事なことがあれば記入し、記入した
理由や希望することなどについて教えてもらう

［設問４］※中学生以上のみ

利用希望を尋ねる形で県の取組を紹介する

８

アンケート・意見聴取の内容（案）
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区 分 選択肢 大学生 高校生 中学生 小学生

結婚支援 結婚支援 ①

ライフプランニング ② ① ①

安定した雇用 ③ ②

妊娠・出産支援 プレコンセプションケア ④

不妊症・不育症に関する相談支援や治療 ⑤

母子保健 ⑥

子育て環境づくり 幼児教育・保育の充実 ⑦ ③

学校教育の充実 ⑧ ④ ② ①

いじめ・不登校対応 ⑨ ⑤ ③ ②

ひきこもり支援 ⑩

障害児支援 ⑪ ⑥ ④ ③

医療的ケア児への支援 ⑫ ⑦

妊娠・出産、子育てに関する経済的負担の軽減 ⑬ ⑧

働き方改革 ジェンダーの視点等 ⑭ ⑨ ⑤

男性の育児休業の取得促進等 ⑮

子ども・子育てにや
さしい社会づくり

学校等の安心・安全 ⑯ ⑩ ⑥ ④

こどもの居場所づくり ⑰ ⑪ ⑦ ⑤

困難を有する子ども
への支援

社会的養護 ⑱ ⑫

児童虐待防止対策 ⑲ ⑬ ⑧

子どもの貧困対策 ⑳ ⑭ ⑧

ひとり親家庭の支援 ㉑ ⑮ ⑧

ヤングケアラー支援 ㉒ ⑯ ⑧

《参考》 設問１の選択肢の比較
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時 期 内 容

令和５年度 ３月 ◆第２回子育て文化審議会：＜県民意識調査結果等の報告＞

令和６年度 ６月 ◆第１回子育て文化審議会：＜計画の方向性等＞

６月～７月 ○こどもの意見の聴取

１０月 ◆第２回子育て文化審議会：＜計画素案＞

１月 ○パブリックコメント

２月 ◆第３回子育て文化審議会：＜計画最終案＞

○２月県議会（計画案審議）

３月 ＜計画策定・公表＞

計画策定スケジュール（予定）


